
環境創造センター中長期取組方針の概要 
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 フェーズ１（Ｈ２７～Ｈ３０年度）の４年間については、除染の徹底、除去土壌及び放射性物質に
汚染された廃棄物等の適正処理、放射性物質の環境動態解明など、福島県の環境回復に資する
喫緊の課題への対応を優先する。 
 フェーズ２以降（Ｈ３１年度以降）については、フェーズ１での三者の取組成果等を評価した上で改
めて策定する。 

 適用期間は、平成２７年度から平成３６年度までの１０年間 
 環境創造センターの事業は、前例がないものであることから、３つのフェーズによる段階的な取組方針
とする。 

● 環境創造センター中長期取組方針とは、 
① 環境創造センターにおいて、県、日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）、  
    国立環境研究所（以下「国環研」という。）の三者が連携・協力して、中長期にわたり取り組む  
   基本的な事業方針を定めるもの。   
② 平成27年2月に開催された環境創造センター運営戦略会議において策定 
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● 方針の期間 



● 推進の基本的考え方 
 県は、原子力機構及び国環研と連携・協力を図りながら、環境の回復・創造のため取組を主体的かつ総合的に行い、
本方針を推進する。 
 原子力機構及び国環研は、原子力災害からの復旧・復興に向けた取組に積極的に貢献するとともに、本県の環境
回復・創造のため、その優れた知見と研究リソースを活用して総合的な機能が発揮できるよう連携・協力を進める。 

・放射線計測部門    分析法・測定技術の開発、被ばく予測 など 
 
・除染・廃棄物部門    除染技術の開発、 
                廃棄物処理・処分の手法の確立 など 
 
・環境動態部門               挙動解明、移行モデル構築、 
                                              生態系管理手法の確立 など 
 
・環境創造部門               環境に配慮した社会づくり、 
                                              災害に強い社会づくり など  
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● 基本的考え方 
 ① 県民が安心して生活できる環境の一刻も早い実現 
 ② 県民の多様化するニーズに応えられる安全と安心が確保された社会の構築 
 県、原子力機構、国環研の三者が、総合的、発展的な連携・協力に取り組むための基盤
整備・体制強化を図りつつ、効果的・効率的な調査研究等の事業を行う体制の構築に総力
を挙げて取り組む。 
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〇モニタリング 〇調査研究 

〇情報収集・発信 〇教育・研修・交流 

 空間線量や放射性物質のきめ細やかで継続的な
モニタリングを行うとともに、緊急時におけるモニタリ
ング体制を整え、緊急時の対応に当たる。 

 基本的考え方に沿い効果が高いと見込まれる調査研究を
優先的に選定し、関連する研究を計画的、体系的に進め、
適時・的確にその成果を活用していく。 

 関係情報を一元的に収集整理し、県民等が分かり
やすい形で活用できるような情報発信体制の整備を
進めるとともに、世界が注目する知見や経験を国際
的に共有するための積極的な情報収集・発信を行う。 

 本県の環境の現状や放射線に関する正しい情報を伝え、
本県の未来を創造する力を育むための教育・研修・交流に
取り組む。また、大学等と連携した長期にわたる人材育成に
貢献する。 
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● モニタリング 
① きめ細かな環境放射能モニタリングシステムの構築・運用 
② 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価 
③ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 
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● 調査研究 
① 放射線計測  ② 除染・廃棄物  ③ 環境動態  ④ 環境創造 
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● 情報収集・発信 
① モニタリングデータの収集・発信                    ② 調査研究成果の収集・発信 
③ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信   ④ 交流棟における取組 
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● 教育・研修・交流 
① 環境放射能等に関する教育      ② 環境の回復・創造に関する技術研修 
③ 県民・ＮＰＯ・関係機関等との交流 
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● 事業の評価 

● 方針の見直し 

 事業の評価は、本方針の基本的考え方を踏まえ、適切に事業の評価を行うとともに、その結果を県
民委員会及び運営戦略会議に報告し、意見・助言を受けることとする。 
 評価を行った事業については、評価結果を踏まえ継続、変更など適切に対応する。 
 また、関係する資料は広く県民に公表する。 

  フェーズ１の終了年度である平成３０年度を一つの区切りとして、環境創造センターによる事業成果
等の評価を行い、その結果を踏まえて本方針の見直しを行うとともに、フェーズ２以降の方針を策定す
る。 
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